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５．具体施策                            

（１）施策一覧                                                         

 国・県計画及び盛岡市の課題, 施策の方向性を踏まえ, 本計画の具体施策を下の表のと

おり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体施策一覧 

番号 具体施策

1
自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空間の
整備

2 地域のニーズに応じた駐輪場の整備

3 盛岡市自転車条例に基づく放置自転車対策の実施

4
自転車走行空間整備箇所における
「普通自転車歩道通行可」の規制解除の検討

5 幅広い世代への交通安全教育の実施

6 自転車のルール・マナーに関する指導啓発活動

7 損害賠償責任保険等の加入促進

8 季節・天候に合わせた適切な自転車利用の周知

9 通勤・通学ルートを中心とした安全対策

10 自転車通勤の促進

11 自転車活用推進に関する広報啓発

12 貸し自転車事業の充実

13 サイクルツーリズム等の推進

14 日常業務での自転車活用の検討

基本方針

【基本方針１】
自転車が利用しやすい環境整備

【基本方針２】
自転車事故のない

安全で安心な社会の実現

【基本方針３】
自転車がくらしの中に
定着するための取組み
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（２）施策内容                                                         

 

 

 

利用環境の整備は自転車の活用推進に向けた基本であり, 快適な利用環境を

創出することの他に, まちの機能や景観の向上にもつながります。 

このことから, 自転車や歩行者が安全で安心して利用できる環境を創出する

ため, 自転車走行空間の確保や駐輪場所の確保等の環境整備を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇盛岡市自転車ネットワーク計画に基づき, 整備優先度の高い路線から自転車走行空間 

の整備を進めていきます。また, 自転車ネットワーク計画の路線や整備手法の検討に

あたっては, 自転車活用推進計画の方向性を反映するものとします。 

（実施主体：国, 岩手県, 盛岡市） 

基本方針１．自転車が利用しやすい環境整備 
  

盛岡市自転車ネットワーク計画路線 

出典：盛岡市資料 

市内の自転車走行空間 

（盛岡市大通） 

施策１ 自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空間の整備 

盛岡市自転車ネットワーク計画との関連性 
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 自転車利用者の利便性の向上及び公共の場所としての機能確保を図るため, 地域のニ

ーズに応じた駐輪場の整備を検討します。 

 

〇放置自転車が多いエリア等における駐輪場設置の検討 

（実施主体：盛岡市） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇パーキングチケット制駐車帯の廃止による駐輪スペースの確保の検討 

（実施主体：盛岡市, 警察, 地元商店街） 

 

 

 

施策２ 地域のニーズに応じた駐輪場の整備 

盛岡市道上に整備した無料駐輪場（盛岡市大通） 

パーキングチケット制駐車帯 

（盛岡市大通） 
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自転車等放置禁止・放置規制区域 

出典：盛岡市資料 

  

「盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例」 

（平成 20年４月１日施行）に基づき, 放置自転車対策を実施します。 

 

〇放置自転車の撤去 

 （実施主体：盛岡市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ポスター・路面標示等を活用した放置自転車防止に関する啓発 

（実施主体：盛岡市） 

施策３ 盛岡市自転車条例に基づく放置自転車対策の実施 

放置自転車に関する啓発ポスター 

出典：盛岡市資料 

放置自転車防止の路面標示 

（盛岡駅西口） 

放置自転車の撤去作業 
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自転車走行空間整備箇所の規制標識 

（盛岡市〇〇） 

  

 

〇自転車走行空間整備箇所において歩行者と自転車の通行位置を明確に分離するため, 

現地の交通状況等を勘案したうえで, 歩道の「普通自転車歩道通行可」の規制解除に

ついて検討します。 

（実施主体：警察, 道路管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策４ 自転車走行空間整備箇所における 

「普通自転車歩道通行可」の規制解除の検討 

自転車走行空間と規制標識 

（盛岡市高松） 
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自転車が車両として守るべきルールの周知やマナー向上を図り, 自転車・歩

行者・自動車が互いに尊重しあう安全で安心な交通環境を目指します。 

また, 交通安全施策の実施に当たっては, 各々の活動がより効果的なものと

なるよう, 行政・警察・民間団体・自転車販売店等で連携・情報共有を図るとと

もに, 市民と協同で取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針２．自転車事故のない安全で安心な社会の実現 
  

交通安全施策の実施イメージ 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全講話「落語で交通安全」 

出典：盛岡交通安全協会 HP 

 

交通安全教室の実施状況 

出典：盛岡市資料 

 

  

交通安全意識の向上には, 継続的な安全教育を実施することや, 他の交通手段への思

いやりをもつことが重要です。このため, 関係機関で役割分担し, 幅広い年代に切れ目

なく交通安全教育を実施することで, 自転車・自動車・歩行者それぞれの交通安全意識

の醸成を図ります。 

 

〇幅広い世代を対象とした交通安全教育の実施 

（実施主体：盛岡市, 警察, 盛岡交通安全協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇シミュレーターを活用した運転講習 

（実施主体：警察, 盛岡交通安全協会） 

 

 

施策５ 幅広い世代への交通安全教育の実施 

ドライバーへの運転指導 

出典：盛岡東警察署 HP 

幼児を対象とした自転車運転の 

シミュレーション 

出典：盛岡交通安全協会 HP 

「落語で交通安全」 

出典：盛岡交通安全協会広報誌 
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参考Ⅳ：令和元年度の交通安全教室の実施状況（市・くらしの安全課実施分）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このほか, 市交通政策課では市内の高校・専門学校生を対象とした自転車利用マナー講 

話,警察では小中学生・高校生を対象とした交通安全指導を実施しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

〇講話の内容 

 ・自転車事故の事例紹介 

 ・自転車保険の紹介 

 ・自転車の通行ルール・利用マナーについて 

 ・盛岡市の自転車事故データの紹介 

 

 

 

  

実施主体

対象 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

幼稚園 31 3,907 0 0 3 116 3 127 0 0 37 4,150

保育園 103 7,179 4 150 8 343 8 204 2 76 125 7,952

小学校 0 0 6 526 50 11,665 12 847 2 605 70 13,643

中学校 0 0 16 3,279 3 372 0 0 0 0 19 3,651

高等学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支援学校 0 0 0 0 5 187 1 12 0 0 6 199

児 童 セ ン タ ー
児 童 館
子 供 会

10 589 1 10 3 110 0 0 1 115 15 824

高齢者 14 348 0 0 0 0 0 0 0 0 14 348

その他
(行事等） 3 117 0 0 0 0 0 0 9 1,666 12 1,783

合計 161 12,140 27 3,965 72 12,793 24 1,190 14 2,462 298 32,550

合計

摘要

専門員対応 交通指導員のみ 専門員・指導員 交通公園 その他

高校・専門学区制を対象とした自転車利用マナー講演の実績 

（令和２年度は新型コロナウイルスの影響で実施回数が減少） 

自転車利用マナー講話の様子 

※は人数を把握していない 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

実施学校数 １校 ２校 ７校 １３校 ９校 ３校

対象生徒数 ※ ※ 約2,900人 約5,500人 約3,200人 約600人
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〇街頭での指導啓発活動 

（実施主体：盛岡市, 警察, 盛岡交通安全協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車通行ルールの啓発ポスター 

（市内の学生と連携して作成） 

出典：盛岡東警察署資料 

 

  

自転車が守るべき通行ルールや利用マナーを学校や一般企等に対して周知・啓発して 

いくことで, 自転車・自動車・歩行者が互いに尊重し合う安全で安心な交通環境を目指

します。 

 

〇自転車の通行ルールや利用マナーに関する啓発活動 

（実施主体：盛岡市, 警察, 学校, 自転車組合） 

 

施策６ 自転車のルール・マナーに関する指導啓発活動 

街頭での指導啓発活動 

（警察, 盛岡交通安全協会, 盛岡市） 

出典：盛岡交通安全協会 HP 

 

市内の高校・専門学校を対象とした 

自転車利用マナー講話 

出典：盛岡市資料 
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（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車の利用者及び所有者は，自転車の定期的な点検及び整備並びにその利用する自

転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済（以下「自転車保険」と

いう。）への加入に努め，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

 

（自転車の小売を業とする者の責務） 

第８条 自転車の小売を業とする者は，自転車の販売又は修理に当たっては，自転車の利用

者又は所有者に対し，当該自転車の防犯登録の勧奨並びに自転車の定期的な点検及び整備，

自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに自転車の適切な廃棄及び再利用に関する啓

発に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

 

第９条 学校の設置者は，自転車の安全利用及び自転車等の放置防止のため，次に掲げる事

項の実施に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

 (３) 自転車保険への加入及び自転車の安全利用に関する啓発 

 

  

〇近年, 自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において, 加害者側に高額な賠償 

命令がでていることなどから, 加害者の経済的な負担を軽減するため, 交通安全教室 

や自転車販売時等, 様々な機会を活用して損害賠償保険の加入促進を図ります。 

（実施主体：盛岡市, 警察, 学校, 自転車組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７ 損害賠償責任保険等の加入促進 

自転車向け保険のパンフレット 

出典：公益財団法人 日本交通管理技術協会 

盛岡市自転車条例（抜粋） 
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冬季期間の公共交通利用に関する広報啓発 

出典：広報もりおか 

 

冬季期間の公共交通利用を呼びかける CM 

出典：盛岡市資料 

 

  

〇冬季期間は路面が凍結し滑りやすくなることや, 除雪作業によって自転車走行空間に 

雪が堆積することから, 自転車の利用は大変危険です。そのため, 冬季期間における 

自転車から公共交通への転換といったように, 季節や天候に合わせた適切な自転車利

用を呼びかけ, 自転車事故の防止に努めます。 

（実施主体：盛岡市, 学校） 

 

施策８ 季節・天候に合わせた適切な自転車利用の周知 
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参考Ⅵ：盛岡市の冬季期間の気象及び事故状況について                 

 

   盛岡市は冬の寒さが厳しく, 12月～２月の月平均気温（平成 22年度から令和元年度

の 10年間の平均）は０℃以下となっています。また, 市全域が豪雪地帯に指定されて

おり, 11 月中旬から３月下旬頃は積雪により路面状況が悪化します。このことから, 

冬季期間の路面状況に応じて, 適切に自転車からの移動手段の転換を図る必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市の月平均気温・月平均降水量(平成 22年度～令和元年度) 

出典：岩手県自転車活用推進計画を基に作成 

 

盛岡市 

豪雪地帯指定状況 

出典：国土数値情報豪雪地帯データ

（H28） 

 

積雪時の状況（盛岡市） 
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 合計

事故件数（年間） 65 59 55 47 37 23 38 25 21 18 32 420

冬季事故件数（12月～３月） 6 14 7 2 3 2 6 3 0 4 2 49

冬季事故割合（％） 9.2 23.7 12.7 4.3 8.1 8.7 15.8 12.0 0.0 22.2 6.3 11.7

盛岡市の冬季の事故件数(H21～R1) 

出典：岩手県警察本部交通部提供データを基に作成 

 

 

盛岡市の平均最深積雪深(平成 22年度～令和元年度) 

出典：岩手県自転車活用推進計画を基に作成 
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自転車事故マップ 

出典：盛岡市資料 

 

通学路の安全点検の実施結果 

出典：盛岡市資料 

 

  

〇事故分析結果や通勤・通学ルートの安全点検を踏まえ, 関係機関と連携しながら対策 

を検討します。 

（実施主体：盛岡市, 警察, 学校） 

 

 

施策９ 通勤・通学ルートを中心とした安全対策 



77 

 

 

 

自転車は, 手軽に利用できる, 環境への負荷がない, 観光との相性が良い,

健康に良い等, 他の交通手段には無い特徴を有しており, 自転車の活用を推

進していくことで, 渋滞緩和, 環境負荷の低減, 観光推進, 健康増進等につ

ながります。また, 自転車利用の際は他人との接触が少ないため, 今般の感

染症対策としての利用も期待できます。 

このことから, 通勤, 観光時の回遊, 健康づくり, サイクリング等多様な

自転車利用を推進するため, 関係機関・民間事業者等と連携しながら, 自転車

を利用する動機づけや, 多様な自転車利用を推進するための環境づくりを実

施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車通勤導入に関する手引き 

出典：国土交通省 HP 

 

基本方針３．自転車がくらしの中に定着するための取組み 

  

  

〇通勤時の交通手段を自転車に転換することで, 通勤時の渋滞緩和につながるほか, 人

と接触する機会を減らし,感染症の拡大防止につながります。 

そこで, 自転車通勤の導入に対する事業者のニーズ・課題等を整理し, 事業者への

支援について検討するほか, 自転車通勤のメリットについて周知します。 

また, 市職員に対しても, 自転車通勤の促進を図っていきます。 

（実施主体：盛岡市, 民間事業者） 

施策 10 自転車通勤の促進 

職員向けの自転車通勤キャンペーン（再掲） 

出典：盛岡市資料 
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健康増進に関するチラシ 

出典：盛岡市資料 

 

  

〇自転車利用のメリットをはじめ, サイクルポートの位置, 自転車走行空間の整備状況

等の情報を発信することで, 自転車を利用するきっかけを生み出し, 自転車の活用の

推進を図ります。 

（実施主体：盛岡市, 盛岡自転車会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 11 自転車活用推進に関する広報啓発 

自転車通勤啓発のパンフレット 

出典：宇都宮市 HP 
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駅前地下駐輪場レンタサイクル 

出典：株式会社 FPホームサービス HP

（市営駅前駐輪場指定管理者） 

観光協会レンタサイクル 

写真：公益財団法人 

盛岡観光コンベンション協会 

  

日常的な市民利用や観光時など, 多目的な自転車利用を推進していくため, 民間事

業者と連携しながら事業周知等を実施することで, シェアサイクル・レンタサイクル

の利用促進を図っていきます。 

（実施主体：盛岡市, 盛岡観光コンベンション協会, 民間事業者） 

 

〇レンタサイクル利用促進策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国の動向を踏まえたシェアサイクル事業者への支援の検討 

 

施策 12 貸し自転車事業の充実 

民間事業者で実施しているシェアサイクル 
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参考Ⅶ：盛岡市内で利用できるシェアサイクル                    

 

   盛岡市内では「HELLO CYCLING」のシェアサイクル(電動アシスト自転車)を利用する

ことができます。 

「HELLO CYCLING」のシェアサイクル(電動アシスト自転車)は 24 時間利用可能であ

り「HELLO CYCLING」のロゴが掲示された指定のサイクルポートであればどこでも返却

することが可能です。 

サイクルポートは, 令和２年 12月末時点で盛岡市内に４か所設置されており, ウェ

ブサイトから近くのサイクルポートを探して予約ができます。また, クレジットカー

ド等の ICカードを登録すると, 次回から予約なしで利用することも可能です。 

〇利用料金 100円/15分 ・ 1,500円/12時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡駅前地下駐輪場 盛岡市役所駐輪場 

出典：岩手県自転車活

用推進計画を基に作成 

株式会社寿広本社ビル 

サイクルポート 

もりおか町家物語館 

(国土地理院を使用) 
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盛岡矢巾自転車道 

  

 盛岡市内及び盛岡広域圏は, 豊かな自然環境や歴史的な街並み等の地域資源を有し

ており, 関係団体や周辺地域と連携したサイクルツーリズム※やポタリング※の推進を

図ることで, 自転車を通じた観光来訪の促進や地域の活性化を目指します。 

※サイクルツーリズム‥自転車を活用した観光のこと。 

※ポタリング‥目的地を特に定めず気分や体調に合わせて自転車で走ること。 

 

〇地域資源を活かしたサイクルルートの設定・周知 

（実施主体：盛岡市, 盛岡観光コンベンション協会, 盛岡自転車会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇既存のサイクリングルートの活用・PR 

（実施主体：岩手県, 盛岡市, 盛岡観光コンベンション協会） 

 

施策 13 地域資源を活かしたサイクルツーリズム等の推進 

2017年版「宇都宮自転車マップ」 

出典：宇都宮市ホームページ 



82 

 

参考Ⅷ：盛岡矢巾自転車道                             

 

〇路線名：一般県道盛岡矢巾自転車道線   〇延長：29.9km   

〇市町村：盛岡市, 雫石町, 滝沢市, 矢巾町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡駅 

御所湖 

国土地理院地図を編集して作成 

始点 
全 29.9km 

起点 繋ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ跡 諸葛川に架かるみつや橋 太田橋 ― 明治橋間 

南大橋 ― 盛岡赤十字病院間 都南大橋 ― 徳田橋間 徳田橋の自転車専用橋 

終点 
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盛岡市庁舎配備の公用自転車(再掲) 

 

  

 自転車は他の交通手段にはない機動性を有しており, 日常業務中の移動手段として

積極的に自転車を活用することで, 移動時間の短縮による業務の効率化が期待できるほ

か, 災害時においては迅速な対応が期待できます。このことから, 関係機関と連携しな

がら, 業務の中での自転車の活用を検討し, 周知に努めます。 

（実施主体：行政機関） 

 

施策 14 日常業務での自転車活用の検討 


